
令和７年度運動部活動推進事業 第４回鳥取県スポーツ指導者研修会  

開催要項 

 

１ 目 的  県立学校及び市町（学校組合）立学校の部活動指導員、運動部活動外部指導者（市町（学校組合）

立中学校は文化部を含む）及び部活動を担当している顧問等を対象に、運動・スポーツに関する基

本的知識や、子どもの発達特性及び発達段階に応じた部活動指導の在り方などについて研修するこ

とにより、指導力の向上を図るとともに、県内の日本スポーツ協会公認スポーツ指導者の更なる資

質向上と活動促進及び指導者の連帯感を深め組織的活用を図るため、本研修会を開催する。 

 

２ 主 催 鳥取県教育委員会、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人鳥取県スポーツ協会 

 

３ 日 時 令和８年２月８日（日）午後０時３０分から午後４時３０分まで 

 

４ 会 場 北栄町大栄農村環境改善センター 多目的ホール 

〒６８９－２２２１ 鳥取県東伯郡北栄町由良宿４２３ 

 

５ 対象者 県立学校及び市町（学校組合）立中学校（義務教育学校後期課程含む）の部活動指導員、運動部 

活動外部指導者（市町（学校組合）立中学校は文化部を含む）、小学生スポーツ指導者（スポーツ 

少年団含む）、日本スポーツ協会公認スポーツ指導者等、部活動顧問 

 

６ 内 容 

（１）子どものスポーツ活動ガイドライン等について  

（２）講演Ⅰ 

     演題：「スポーツ指導におけるハラスメント研修」 

     講師： 太陽法律事務所 弁護士 岡村 英祐 氏  

 （３）講演Ⅱ 

演題：「スポーツに学ぶ『幸運になる！目標の立て方！かなえ方！』」 

講師：公益財団法人 日本バウンドテニス協会 評議員 西澤 隆 氏 

 

７ 日 程 

11:30  12:30         13:00                   14:30  14:45                 16:15  16:30 

 

 

 

 

 

 

 

８ 申込方法 

（１） 県立学校の関係者は、学校で取りまとめて別添申込書①を照会文書データベースの返答文書により 

提出してください。 

（２） 市町（学校組合）立学校の関係者は別添申込書②を学校で取りまとめの上、所管の教育委員会へ提出 

してください。 

（３） 市町（学校組合）教育委員会は、管内の学校から提出のあった申込書②を別添申込書③に取りまとめ、

学校業務支援システムの文書連絡にて提出してください。 

（４） （１）（２）以外の個人又は私立、国立学校の関係者は、ファクシミリ又は電子メールにて直接別添

申込書①を｢１２ 問合せ｣記載の担当へ提出してください。 
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※１）公認スポーツ指導者の方は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者の資格更新 

のための義務研修となりますので、公益財団法人鳥取県スポーツ協会のホームページ 

（https://www.sports-tottori.com/）を確認の上、記載の申込方法に従い、直接県スポーツ 

協会に申込んでください。また、公認スポーツ指導者の方で、県教育委員会の部活動指導員 

に任用されている方又は運動部活動外部指導者に委嘱されている方は、上記（１）の申込み 

も併せてお願いします。 

※２）申込書は、体育保健課ホームページからダウンロードできます。 

アドレス http://www.pref.tottori.lg.jp/taiikuhoken/ 

 

９ 申込期限 

令和８年１月２３日（金）午後５時まで 

 

１０ その他 

（１）県教委育委員会の部活動指導員に任用されている方は、スポーツ指導者研修会を１回受講及び部活動 

指導者研修会を受講することを職務として位置付けています。 

 （２）県教育委員会の運動部活動外部指導に委嘱されている方は、スポーツ指導者研修会、又は部活動指導者 

研修会を１回以上、受講することとしています。 

※今年度の参加実績が、来年度の委嘱の要件となります。 

（３）県教育委員会の運動部活動外部指導者に委嘱されている方が参加される場合は、学校が作成した旅費  

請求書を申込みと併せて送付してください。その際、個人情報保護の観点より郵送またはパスワード  

をかけたメールにて提出してください。なお、パスワードについては照会文書データベースの返答文書  

ではなく、｢１２ 問合せ｣記載のメールアドレスに別途送付してください。 

（４）研修後に受講の振り返りがありますので筆記用具を持参してください。 

（５）当日の欠席や遅刻等についての連絡は、会場に電話を行わず、｢１２ 問合せ ｣ 記載の電子メール 

（当日連絡用）にしてください。 

 

１１ 今後の研修会 

 

 

 

 

１２ 問合せ  鳥取県教育委員会事務局 体育保健課 学校体育担当 砂流  

        〒６８０－８５７０ 鳥取市東町一丁目２７１番地 

        電話番号     ０８５７－２６－７５２２ 

                ファクシミリ ０８５７－２６－７５４２ 

電子メール    taiikuhoken@pref.tottori.lg.jp 

電子メール  taiikuhoken@g.torikyo.ed.jp   （当日連絡用） 

令和７年度研修会予定 期 日 会 場 

「生徒のココロが動く！対話による人づくり

フォーラム」兼部活動指導者研修会 
令和８年 １月３０日（金） とりぎん文化会館 
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